
 

                               障生  第２０１９号 

                               平成２９年３月１３日 

 

指定共同生活援助事業所 代表者  様 

大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課長 

 

障がい者グループホームにおける防火安全体制の徹底について（通知） 

 

障がい者グループホームの防火安全体制については、これまで、集団指導や実地指導等を通

じて運営事業者に対し、適切な整備等をお願いしてきたところですが、３月１２日に愛媛県松

野町の障がい者グループホームにおいて火災が発生し、人的被害が発生しました。 

 つきましては、改めて「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」（平成 24年大阪府条例第 107

号。以下「基準条例」という。）第 201条において準用する第 72条に基づく非常災害対策とし

て、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、下記の点検事項の実施状

況を点検するなど、防火安全体制の徹底をお願いいたします。 

記 

１．非常災害対策の適切な実施  

グループホームを運営する事業者は、基準条例第201条において準用する第72条に基づく非常災害対策

について、同条に定める事項の実施状況について、点検を行うこと。 また、点検の結果、適切な対応が

取られていない場合には、速やかな対応を講じること。  

【点検事項】  

①  非常災害に関する具体的な計画の策定状況  

②  非常災害時の関係機関への通報及び連絡のための整備状況  

③  ①及び②の事項の定期的な従業者に対する周知状況  

④  定期的な避難・救助等の訓練の実施状況 

 

２．地域住民等との連携  

基準条例第201条において準用する第72条第１項に基づく関係機関への通報及び連絡体制の整備に当た

って、策定された非常災害に関する具体的計画等をより効果的なものとするためには、日頃から近隣住民

等との連携を図ることが極めて重要であり、火災等の際に消火・避難等の協力が得られるような体制作り

に努めること。 また、点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じるこ

と。  

【点検事項】  

○ 近隣住民等との連携状況  

 

３．消防法その他の法令等に規定された設備の確実な設置  

基準条例第201条において準用する第72条第１項に基づく消火設備の設置状況について点検を行うこ

と。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。  

【点検事項】  

○ 消防法その他の法令等に規定された設備の設置状況 


